
動物愛護管理法の改正に伴う墨田区手数料条例の改正について

動物の愛護及び管理に関する法律（動物愛護管理法）の改正概要１

１ 動物取扱事業者による犬・猫へのマイクロチップ（ＭＣ）の装着義務化

２ 環境大臣（指定登録機関）に対する、ＭＣ登録情報と譲渡し時の変更登録の義務化

３ 狂犬病予防法の特例措置によるみなし規定の制定

「犬の登録申請」 「鑑札の交付」

別 紙

改正動物愛護管理法・狂犬病予防法における事務の流れ２

マイクロチップ

狂犬病予防法現 行

令和４年６月１日以降 ＭＣ装着犬

ＭＣ未装着犬は

現行のとおり

墨 田 区 役 所

墨 田 区 役 所

ＭＣを取り除いた犬の所有者
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〔新設〕

1,600円

電子 300円
書面1,000円
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3,000円


